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1. 今後の事業の進め方 

 

 今後、当該建造物の保存修理事業は以下のように進めていくのが適当である。 

 

 

2. 基本設計の前提条件 

 

2-1.  「おたかの道湧水園内歴史的建造物保存活用計画」の確認 

平成 23年 2月に策定した「おたかの道湧水園内歴史的建造物保存活用計画」（以下、保存活用

計画とする）に基づき、基本設計を進める。保存活用計画は、おたかの道湧水園内の長屋門及び

倉について、保存活用（＝公開）に向けて、保存修理及び整備活用工事の前段階として策定した。 

（1）計画の概要 

保存管理の現状と課題について述べ、保護の方針や整備の基本方針、管理・運用計画、修理計

画、防災計画からなる保存管理計画を定めた。また、当該建造物の価値をさらに高めるために周

辺環境についての整備計画、今後保存活用していくための活用・運営計画を定めた。 

以下に、本検討資料に大きく関わる部分の要点を示す。 

①保存管理計画 

【基本的な保護の方針】 

◆全体方針：当該建造物群の価値を継承し、来訪者・地域住民等の交流地点となり地域づくりの

核となる地域資産として保存活用していく。そのために、保存修理工事を行う。  

◆長屋門：弘化 5年創建当初が長屋門にとって最も文化財的に価値の高い時期であると考えられ、

また、資料・痕跡等から、これまで度々改造されてきた内容も比較的明らかであることから、保

存修理工事によって、「弘化 5年創建当初」に復原し、原則的に後世の改造部分は撤去することと

する。主な保存修理・復原の内容は次ページに示す通りである。  
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・ 創建当初を概ね現在に伝えている構造形式を保存修理する。 

・ 現在の屋根の形状は後世の改造である可能性が高く、古文書等から当初は小屋組が杈首構造であったことが

想定される。よって、小屋組は杈首構造に復原する。 

・ 1階西側の物置及び門の周囲（鏡柱、冠木、門扉、潜り戸等）は蹴放の滅失以外はほとんど当初の形式を伝え

ていると考えられるため、保存修理する。 

・ 1階東側は後世の改造部分は原則的には撤去し、式台、六畳及び四畳半の二間等は改造部分を当初に復原する。 

・ 2階東側の居室は後世の改造と考えられるため、当初に復原する。 

◆倉：明治 33 年新築当時の主構造と、昭和 8年改修当時の特徴的な仕様が健全な状態で現在に伝

えられており、全体的に保存状態は良好である。一部、破損箇所が認められるが、不特定多数の

人々が利用することは想定していないため、破損箇所に関しての部分修理に留め、原則的には現

状維持とする。 

【整備の基本方針】 

当該長屋門に関しては、不特定多数の人々が利用することのできる公共の地域資産として保存

活用・維持管理するために、保存・復原箇所との調和を図りながら、最低限必要な整備を行う。

当該倉に関しては、地域資産として保存活用・維持管理しながらも不特定多数の人々が利用する

ことは想定していないため、それに伴う整備は行わず、原則的には、必要な箇所の部分修理に留

め、現状維持とする。当該長屋門に関しての主な整備内容は以下の通りである。 

・構造診断により構造補強が必要であることが判明したため、基礎の仕様の変更に加えて付加的な補強を行う。

補強方法は、補強箇所の露出が少なく、保存修理・復原した内観及び外観への影響が小さいと考えられる「鋼板

による補強」が望ましい。 

・内部の活用を積極的に行うために、空調等の設備を新設する。 

・前述したように古文書等から当初は小屋組が杈首構造であったことが窺われる。屋根材については明記されて

いないものの屋根形状や時代性等から茅葺きであったことが想定される。しかし、管理・防災上の観点から茅葺

きにすることは困難であるため小屋組は杈首構造に復原するが、茅葺にはせず、外観形状のみの継承とする。い

ずれにしても、小屋組の形式、屋根材については今後の詳細な調査が必須であり、その上で、復原考察を行い、

構造及び仕様を検討することが望ましい。 

・2階でも不特定多数の人々の受け入れを可能にし、積極的な活用を図るため、階段を現行の法規に適った仕様に

整備する。 

・１階六畳及び四畳半二間や２階東側を当初に復原した場合、紙貼障子が外部に接することになるため建物の保

存上の観点から、和紙入りガラスやガラス戸、雨戸等の検討をする。 

 
 

2-2. 文化財指定の方針 

 

当該建造物２棟は、平成 22 年 9 月に国の登録有形文化財となった。しかし、国登録有形文化財

建造物については現行基準に対する免除等の緩和措置がないため、今回計画しているように建物

の主要構造部の過半を超える修理工事をする場合、建築基準法の「建築」行為に該当し、現行基

準と照合して不適格な部位については、適合するよう改めなくてはならない。仮に現行基準に適

合するよう建物を改めると、当該建造物の持つ価値を継承することが困難となる恐れがある。 
ただし、当該建造物が市指定文化財に指定されれば、建築審査会の同意を得た事項に関しては

建築基準法の適用が除外されるという規定がある（建築基準法第三条第三号建築物に該当するた

め）。よって、当該建造物を市指定文化財とし、より復原的な保存修理工事を行って、地域資産と

してさらなる保存活用を図ることを市教育委員会の方針とする。 
尚、市指定文化財となった際には、国登録有形文化財への登録は解除になることが原則という

のが文化庁の見解である。 
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3. 各検討事項について 

 

3-1.  復原検討  

 

前述したように、保存活用計画において、長屋門の復原年代は「弘化 5年創建当初」と設定し

た。基本設計を進めるにあたっては、保護及び整備の様々な要素を整理しながら進めることとな

るので、まずは、その基本となる「弘化 5年創建当初」の姿を、過年の調査・計画を基に示す。

ただし、今後、保存修理工事着工後の解体時には痕跡調査等を行い、詳細な仕様が判明した時点

で再度検討を行う必要がある。 

（1）平面計画 

 過年の調査・計画より、平面計画は以下のようであったと推定される。 

 

 

【推定復原 1階平面図】 

【推定復原 2階平面図】 
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（2）小屋組 

小屋組に関しては、現況では和小屋であるが、弘化 5(1848)年「表御門 御長屋仕様御注文」（以

下、「御注文」とする）から杈首構造と考えられるため、その考察が必要である。また、小屋組だ

けではなく、時代性等から茅葺きであったことが想定される屋根の形状についても総体的に検討

する必要がある。屋根については、保存活用計画の「2-3 整備の基本方針」において、管理・防

災上の観点から茅葺きに復することは困難であるため、屋根形状のみ復する方向性を示した。 

ここでは、小屋組の架構と合わせて屋根の形状を総体的に考察する。 

①「御注文」から読み取れる事項 

「御注文」解読文のうち、小屋組に関する記述を抜き出し、各々下に解釈した文を示す。 

■仕様が表記された前半部分 

一 柱大サ杉丸太ニて削り立四寸角、高サ石口より軒迄壱丈八尺通シ貫八通リ返シ、入念楔打堅

メ可申候 

→柱は杉丸太を 4寸角に削り、その高さは基礎天端より軒までを 18尺とし、貫を通し、入 

念に楔にて固定する。 

一 小家梁松丸太弐間半、末口五五分、六寸ノ丸太にて木作り削り梁挟右同断、木品ニて入念小

家組仕出来可申候 

→小屋梁は松丸太を長さ 2間半、末口 5寸 5分、6寸に削り、梁挟も同様の断面寸法とし、 

入念に小屋組を構成する。 

一 地廻り桁杉丸太ニて削り立、三寸角ニいたし継手鎌継仕候 

→地廻り桁は杉丸太を削って 3寸角とし、継手は鎌継とする。 

一 惣出シ桁杉丸太ニて削り立、四寸角仕り、継手鉄輪継ニ仕候 

→惣出し桁は杉丸太を削って 4寸角とし、継手は金輪継とする。  

一 ひじき太サ杉丸太ニてセイ四寸六分、下ハ四寸弐分致し、かうじ縁松六本三寸角仕、鏡板松

巾尺六分板ニ仕候、裏中杉大貫ニて継合取附可申候 

→肘木は杉丸太をセイ 4寸 6分、幅 4寸 2分とし、構地縁は松にて 3寸角で 6本とする。 

鏡板は松とし幅 1尺、厚さ 6分の板材とする。杉大貫を下地として取り付ける。 

一 杈首松丸太弐間、末口三寸五分位に仕 

→杈首は松丸太を長さ 2間、末口 3寸 5分位に仕上げる。 

■覚 

一 三拾弐本 長壱丈七尺削り立 

       杉四寸角柱 

一 拾壱本  桁 

        杉弐間三寸角 

一 拾弐本  出シ桁 

        同弐間四寸二分角 

一 四本   ひじき 

        同弐間四寸ニ四寸二分角 

一 九本   梁 

        松丸太弐間半 
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           末五寸 

一 三本   梁ばさミ 

        同丸太三間半 

           三間 

           弐間 

一 拾八本  さす 

        松丸太弐間 

        末三寸五分 

一 六本   角木 

       棟木 

 

 以上より、「御注文」からは、小屋組の主な構成部材、材寸、材種、多少の納まりを読み取るこ

とができる。なお、「御注文」の内、仕様が表記された前半部分と「覚」の部材ごとの寸法・数量

が表記された部分では寸法が異なるものがあり、仕様が表記された前半部分は加工前の部材寸法、

「覚」の部分は仕上げ寸法であることが想定される。 

②「御注文」と比較して現況から読み取れる事項 

・小屋組は和小屋であり地廻り桁の材寸が異なる（「御注文」では 3寸角、実測値は 4寸 5分程度）。 

以上より、後世に地廻り桁から上を和小屋に変えた可能性が考えられる。 

③類例調査から見られる傾向 

別紙「参考資料 当該長屋門類例調査」より、既往調査については小屋組、屋根形状の地域性、

時代性について明確な系統立った分析をされているものはほとんど無いと言える。また、悉皆調

査を行うことが大変困難である状況の中で調査対象を絞り込んで行われた調査であること、その

対象にしている民家の大半が主屋であり、長屋門を対象としているものはほとんど無いというこ

とに留意しなければいけない。 

その上で、主屋に見られる大まかな傾向を以下に示す。 

・小屋組 

杈首組が基本で梁の両端から丸太の杈首が組まれ、上端を相欠にして棟木をのせて三角形を構

成する極めて簡単な架構法がほとんどである。国分寺市周辺の傾向としては、杈首組に真束のよ

うな垂直材が入ることは少ない傾向にある。 

・屋根形状 

大きな傾向として、屋根形状は東京都西部に入母屋造が多く、東部は寄棟造が多いように見受

けられる。国分寺市は比較的入母屋造の多い地域に属しているが、近接する北多摩北部は入母屋

造と寄棟造が混在しているなど、決定的な傾向があるとは言い難い。 

・棟の形状・仕様 

記述がほとんどないが、古写真からも判別は困難である。抜粋した周辺地区の内、棟について

の記述があるのは、以下の通りである。 

□板橋・練馬（板橋区、練馬区） 

・棟仕舞も瓦か棟方向に竹を編んで、棟の被覆のおさえとしたものが大部分を占める。 

□葛飾・江戸川（葛飾区・江戸川区） 
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・屋根型は直家の場合には寄棟カヤ葺にして、棟仕舞を 5枚の瓦でおさめている。 

 また、掲載されている断面図には、竹簀巻きを示していると見受けられるものと瓦で納めてい

ることを示していると見受けられるものがあるが、瓦で納めているのは現在の 23区内に多いこと

が傾向としてみえる。 

④推定される小屋組、屋根形状 

 以上の①、②、③から読み取れる材料・数量・納まり・形状等を鑑みて推定した小屋組・屋根

形状が次ページの各図であり、現況と比較して図を提示した。ただし、「御注文」の記述は、網羅

的に全ての部材について書いているわけではないことが予想され、主だった部分の記述であると

考えられるのでその点にも留意して考察を行った。また、類例については、対象が主屋ばかりで

はあるが、長屋門と用途・役割が異なるとはいえ、同時代・同地域の名主・農民の住まいの建築

手法・構法が全く異なるとは考え難く、長屋門であっても、主屋に見られる下記のような傾向か

ら大きく外れることがないと考え、大まかな部分では参考にした。 

「御注文」には現れてこない屋根形状に関しては、決め手に欠けるため、上記①、②、③より

以下のような観点で寄棟造と仮定し、推定復原図を作成した。 

〔屋根形状について〕 

屋根形状は入母屋造と寄棟造との可能性があるが、現況が寄棟造であることから、これまで屋

根を葺き替える中で形状が踏襲されてきたとの仮定の下、寄棟造と考える。また、勾配は「御注

文」中の梁と杈首の材の長さを根拠として四周とも矩勾配とする。 

 

（3）屋根材について 

 茅の代わりに使用する屋根材については、文

化財建造物修理においても、一般的な茅葺民家

の葺替え・改修状況においても、茅葺の形状を

残す場合、金属板を用いる例が非常に多く、一

般的といえる。また、茅葺の場合、隅等には曲

線的な納まりとなることもあるため、それを表

現するには瓦等の陶製材と比較すると細かな

形状の加工が容易な金属板葺が最適と考えら

れる。以上より、屋根材は金属板を用いること

とする。 

 屋根葺材としては、カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、銅板が一般的であり、ぞれぞれの特徴、

耐久性等を踏まえてガリバリウム鋼板の方向で検討する。また、どのような色調を採用するかが

課題となる。 

 

 

茅葺屋根の形状をガルバリウム鋼板で復した例 

（ＨＰより） 
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3-3 構造補強方法について 

 

保存活用計画策定に当たって、今後の保存活用には構造補強が必要不可欠であることが明らか

となった。その結果を受け、保存活用計画では、保存活用に伴う整備の一環として、補強箇所の

露出が少なく、保存修理・復原した内観及び外観への影響が比較的小さいと考えられる「鋼板に

よる補強案」を採用して補強を行う方針とした。本基本設計では基本となる補強方法の考え方を

提示する。 

 鋼板による補強箇所は下図の通りである。 

 

修理後 2階平面図

修理後 1階平面図

補強のため柱、壁を新設 
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（1）基本となる補強方法の考え方 

 補強箇所の柱間において、幅 40㎜程度・厚み 9～16㎜程度の鋼板（以下、鋼板①とする）を柱、

梁、土台等に四周回るようにビス等で取付け、その鋼板①に幅 150～200 ㎜程度・厚み 9～16 ㎜程

度の鋼板（以下、鋼板②とする）を溶接する。この鋼板 2 種類を組み合わせた枠によって補強す

る。補強箇所によって、細かな納まりは各々異なってくるものの、納まりは左図の A、Bの 2種類

に大別されるので補強イメージを後述する。また、鋼板の材寸は諸条件が整った上で、各補強箇

所の納まりと共に実施設計時に決定する。また、鋼板による補強と共にコンクリート基礎を設け、

補強箇所はその基礎と緊結するものとする。 

 

（2）左図 A タイプの補強イメージ 

 A タイプの場合は、保存修理・復原した内観及び外観への影響を最小限に抑えるために壁内で

納めること、出来る限り他の壁と「ちり」を揃えることを最優先事項として検討した。そのため、

補強部材の厚みがより押えられることが要求されたため、補強に伴う整備として、柱間の貫は撤

去し、下地には石膏ボード等を採用し、仕上げのみを漆喰仕上げとすることとする。なお、2 階

の補強箇所に関しては、補強部材を四周回すために、柱を新設し、補強壁とする。 

〔補強イメージは 17 ページ参照〕 

 

（3）左図 B タイプの補強イメージ 

B タイプの場合は、構造と仕上げが全て露出しているため、壁内で納めることは困難であるの

で、正面から見た場合の見え方に影響がでないこと、正面には補強部材が露出しないことを最優

先事項として検討した。そのため、四周回す鋼板は既存の貫や胴縁を避けて取り付ける。 

〔補強イメージは 18 ページ参照〕 

 

（4）コンクリート基礎のイメージ 

 建物の足元を固め構造を補強する

ため、また不同沈下を避けるため、湿

気を防ぐため等の理由により、コンク

リート基礎を新設する。なお、当該敷

地は国指定史跡であり地下遺構を保

護する必要があるため、地下遺構に影

響を及ぼさない範囲内での施工とす

る。 

 

：コンクリート基礎新設 
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Ａタイプの補強イメージ 
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Ｂタイプの補強イメージ 
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3-4 付帯設備について 

 

活用方法と整合性を持たせ、給排水・空調・電気等の設備を新設する。設備新設に関する基本方

針は以下の通りとする。 

 

（1）基本方針  

設備を新設するにあたっては、原則として、保存修理・復原する建物に対して、構造的・意匠

的にできるだけ影響が少ないように設置する。 

原則として、保存修理・復原部分との差別化を図るために設備は二次的なものと捉えることと

し、設備の露出を避けて保存修理・復原の仕様とは別のものを付加し、無理に隠蔽することはせ

ず、露出で取り付ける場合もあるものとする。特に、2 階の小屋組は杈首構造に復原し小屋裏現

しとするので、空調や照明をつける際には、機器・配管等が露出とならざるを得ないが、復原部

分と整備部分との差別化を図るために、復原の仕様には無い天井等を付加して無理に隠蔽するこ

とはしない。 

室外機や配管等は、植栽等の影や動線・視点場などから離れた人目につかない場所に設置する

などの配慮をする。また、空調機設置にあたっては補強が必要になる箇所もでてくる。 

 

（2）設置方針  

・原則として各部屋に空調をつける。 

・保存活用に必要な最低限の給排水設備を設ける。 

・各部屋に照明、コンセント等を設ける。 

 

 

3-5 周辺環境整備について 

 

（1） 基本方針  

当該建造物群の地域固有の「場」を形成する地域資産としての価値をより高めるために、建造

物の周囲の整備及び近世の名主の屋敷構えを髣髴とさせる庭園（おたかの道湧水園）を含めた整

備の双方について進めていく。 

 

（2）建造物の周囲の整備 

◆樹木、生垣の整備 

長屋門の修理にあたっては、復原想定軒先から 2ｍ程度の

範囲内には工事用の仮設足場を設けるため、その範囲にある

樹木・生垣については整備が必要となる。また、建物の保存

上も直近に樹木があり落ち葉等の影響が懸念されるため、修

理工事に伴い整備した軒先から 2ｍ程度の範囲においては修

理工事完了後も維持管理として樹木の剪定等を行う必要があ

 



 

20 
 

る。原則としては、景観上影響の有る高木に関しては枝払いを行い整備する。また、生垣や若い

低木については、一旦撤去し、工事終了後に復旧する。 

 

◆雨水の排水 

長屋門、お鷹の道の舗装面等との高低差を考慮し、長屋門周辺の雨水の排水対策を検討する。 

 

◆通路の設え 

長屋門前面やおたカフェ周辺は、道路面仕上げの検討を行う。 

 

（3）庭園（おたかの道湧水園）を含めた整備 

◆視点場（ビューポイント）の設置 

当該敷地は、通路の突き当たりに立地しており、お鷹の道からわずかではあるがセットバック

しているため、お鷹の道周辺の散策をする際には必ず目に入る位置にある。このような立地条件

により当該建造物群は、敷地背後の崖線の緑を借景とした近世の名主の屋敷構えを髣髴とさせる

景観要素として大きな役割を果たしている。このように立地条件にとても恵まれているので、周

囲との調和を考慮しながら、樹木・生垣等の整備を行いつつ、視点場を設定し、より来訪者に地

域資産としての魅力を伝えることを目指す。 

 

◆湧水園内屋外の照明計画 

園路に沿って庭園灯を設置し、園内全体を照らし安全を図る。また、長屋門の中央門扉付近に

も照明を設け、安全に通過できるように配慮する。 

 

◆西門の活用 

修理し、通行に供することができるようにする。 

 

◆サイン等による周知 

サイン等により、長屋門の紹介や活用等の紹介を行い、周知を図る。 

 

◆庭園内の植物について 

公開部分・非公開部分ともに実生の植物などは適宜整備する。竹は倉や園路に影響を及ぼさ

ないように管理する。樹木は高木・中木・低木と分け、それぞれに適した管理を行う。 

 

〔周辺環境整備イメージは次ページ参照〕 
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3-6 仮設計画について 

 

仮設計画の概要は下図の通りである。 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計図（素案） 
 

主に、保存活用計画で示した内容を軸に本検討資料の各検討項目

を踏まえて、以下のように基本設計図（素案）を示す。 

原則として、復原検討した「弘化 5年創建当初」の姿を尊重しつ

つも、本検討資料の各検討項目で検討した保存活用に伴う整備、補

強に伴う整備、保存に影響を及ぼしかねない部分への対処としての

整備等を考慮した案である。ただし、保存修理工事着工後の解体時

には痕跡調査等を行い、詳細な仕様が判明した時点で再度検討を行

う必要がある。 
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